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3月決算企業の営利事業所得税の中間納付の申告

時期（12/1～12/31）になりました。申告・納付遅延

にご留意ください。

2025年度上半期の損益を確認し、企業にとって有

利な方法を選択して中間納付申告が出来ます。ア

メリカ相互関税政策の影響により規定の納付期間

に一括納税できない場合は、利息加算免除の納税

延期又は分割納税を申請することができます。また、

台財税字第11404554260号に基づき、納付期間中、

最長1年の納税延期、又は最長36期の分割納税を

申請することができ、利息は免除されます。

営利事業者(営業人、生産・製造業者又は機構団

体)の納税延期又は分割納税申請条件は以下の通

りです。

1.中央目的事業主務機関がアメリカの相互関税政

策に対応するため救済、補助、補償、振興、支援又

は協力等の関連措置を提供した。

2.その他アメリカの相互関税政策の影響により営業

収益が減少した。

申請方法

 オンライン申請

申請書ダウンロード

 国税

一、納付期間

3月決算の場合は、12月１日から12月31日までにな

ります。その他の決算月の企業については、期首

から9か月目にあたる月に中間納付を行う必要があ

ります。

二、納付税額計算及び申告方法について

1. 一般申告

 前年度(2024年度)確定申告納税額の1/2を営

利事業所得税の中間納付税額とします。また、

営利事業者の各種控除前の中間納付税額が

NT$2,000以下の場合(建物・土地合一課税を含

まない*)、中間納付が免除されます。営利事業

者自ら管轄税務機関に申告・納付します。投資

税額控除、行政救済未控除税額及び源泉税額

を中間納付税額から控除しない場合は、中間

納付税額を納付することで、中間納付税額の申

告が免除されます。「電子申告納税サービス」

のウェブサイトで納付書をプリントアウトできま

す。

*2025年度より、営利事業者が一般申告を採用し中間納付

申告をする場合の前年度の納税額には、建物・土地合一課

税2.0の規定により区分計算した納税額を含みません。

リマインド - 3月決算企業の営利事業所得税
（法人税）の中間納付について

 地方税

https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL011585
https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL011585
https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL011585
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/online-service/tax-instalments-due-to-reciprocal-tariffs
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/online-service/tax-instalments-due-to-reciprocal-tariffs
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw212w/detail/19647c1454f0000053a7cc0310887e29
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw212w/detail/19647c1454f0000053a7cc0310887e29
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw144w/355
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw212w/detail/196465a362100000f8d3bc5df92ffa07
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/etw212w/detail/196465a362100000f8d3bc5df92ffa07
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 投資税額控除、行政救済未控除税額及び源泉

税額を中間納付税額から控除する場合、中間納

付税額申告書を作成し、中間納付税額領収書及

び税額控除証明書類を添付し、管轄税務機関に

申告します。

2. 実額申告(青色申告又は税務監査申告)

青色申告適用事業者又は会計士の税務監査を受け

期限内に申告する会社は、2025年度上半期実績に

より所得税法に基づいて計算した上半期所得税額を

もって中間納付税額とすることができます2025年度

の営利事業所得税の税率は20 %です。

営利事業者は上半期の実際の経営状況を考慮し、

当期上半期の収益減少により一般申告（前年度の

納税額の1/2の中間納付）が不利になる場合は、公

認会計士の税務監査を受けた上半期（6か月間）の

実際の所得額に基づいて中間納付税額を計算する

ことができます。実額申告については、監査手続の

準備のため、早めに担当会計士に相談することをお

勧めします。

三、中間納付税額からの外国税額控除

二.2の実額申告の場合、上半期に外国で納めた税

額については、控除限度額内において当該源泉地

等にて発行された（台湾領事館等の認証済）証憑を

税務機関に提出することにより控除することが出来

ます。
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